
長田地区コミュニティバスの一般乗合旅客自動車運送事業の 

許可申請に係る最低車両数の特例の協議について 

 

１ 協議の概要 

  長田地区コミュニティバス運営準備会（自治会、社会福祉協議会、企業、関係議員等で

構成。以下「準備会」という。）は、将来の交通移動手段を確保し、公共交通不便地域の

解消を目指すコミュニティバス運行を企画し、準備会から要請を受けた一般貸切旅客自

動車運送事業者である株式会社 KMS バスが道路運送法（以下「法」という。）第 21 条第２

号の許可を受けて、令和６年４月１日から長田地区コミュニティバスの実証運行を期限

付きで実施している。 

  株式会社 KMS バスは、長田地区コミュニティバスを継続性のある地域の公共交通とす

るため、令和７年度中に一般乗合旅客自動車運送事業に係る法第４条第１項の許可を申

請することを計画しているが、当該申請に当たり、静岡市地域公共交通会議で協議を調え

ることにより、①最低車両数の基準の緩和を受けること、②法第９条第４項の規定に基づ

く協議運賃を実施することを希望している。 

  本件は、①最低車両数の基準の緩和をすることにつき協議するため付議するものであ

る。（※②は、本会議の分科会である運賃協議分科会に付議する予定） 

 

２ これまでの主な経過 

日付 内容 

R4.9.14 第 16 回静岡市地域公共交通会議において、長田地区コミュニティバス

運行計画を審議 

➡運行計画ついては、関係者協議が整った段階で再度会議に付議し、承

認を得た上で試験運行を実施することを決定。 

R4.9 月末 しずてつジャストライン㈱が、静岡県生活交通確保対策協議会に対し、

長田地区コミュニティバスの計画区域と重複する「丸子小坂線・用宗

線・東新田下川原線」の退出申出を提出。 

R4.12.22 第 17 回静岡市地域公共交通会議において、退出申出路線（丸子小坂線・

用宗線・東新田下川原線）への対応を審議 

➡退出申出路線について「継続協議」とし、しずてつジャストライン㈱

と引き続き協議を実施していくことを決定。 

R5.2.28 第 18 回静岡市地域公共交通会議において、長田地区コミュニティバス

の検討状況を報告 

➡準備会と KMS バス㈱がバスの乗車定員や実施地区の見直し等を検討

中であることを報告 

R5.9.11 第 19 回静岡市地域公共交通会議において、しずてつジャストライン㈱

から丸子小坂線の退出意向が表明されたことを報告 

R5.12.22 第 21 回静岡市地域公共交通会議において、審議 

➡①KMS バス㈱の長田地区コミュニティバスの実証運行、②しずてつジ

ャストライン㈱の丸子小坂線の路線退出を承認。 

R6.4.1 KMS バス㈱、長田地区コミュニティバスの実証運行を開始。 

（許可期限：令和 7年 3月 31 日） 

R7.1 月 KMS バス㈱、法第 21 条第２号の再度の許可を申請 

（申請した許可期間：令和 7年 4月 1 日～令和 8年 3月 31 日） 
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３ 静岡市地域公共交通会議で協議を調えることにより受けようとする取扱い 

（１）最低車両数の特例 

   許可を受けるためには、１営業所ごとに、最低５両の常用車及び１両の予備車を配置

しなければならないこととされているが、地域公共交通会議において協議が調った場

合には、この台数以下の車両数であることが許容される。 

 
○一般乗合旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準（平成 18 年中運局公示第 53 号）１（３）③ 

１営業所ごとに、最低５両の常用車及び１両の予備車を配置するものとする。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく

場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合（過疎地及びこれらに準ずる地域内の運行のみの場合、事業の管理の受託を併せて

行う営業所である場合、定期観光運送のみを行う場合等であって中部運輸局長が地域の実情を勘案し特別に必要があると認める場

合をいう。）については、この限りではない。 

 

（２）協議運賃（※本日の会議の後に別に開催する運賃協議分科会に付議予定） 

   運賃を定める場合には、法第９条第１項の規定による国の認可を受けなければなら

ないが、地域公共交通会議（運賃協議分科会）で協議が調った場合には、認可受けずに

運賃を定めることが可能となり、国の基準によらない運賃（均一運賃等）を設定するこ

とができる。 

 
○道路運送法第９条第４項  

一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生

活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下この項において「路線等」という。)に係る運賃等について協

議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃

等を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 

一 当該路線等をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県 

二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 

三 当該路線等を管轄する地方運輸局長 

四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者 

 

４ 協議事項の説明（㈱KMS バス） 

（１）本件の付議理由 

   資料１－１「長田地区コミュニティバス最低車両数の特例を受けようとする理由」のとおり 

 

（２）長田地区コミュニティバスの実証運行（R6）の実績の報告 

   本件の協議の前提として、第 21回本会議（R5.12.22 開催）で承認を受け、令和

６年４月１日から開始した長田地区コミュニティバスの実証運行の実績を報告す

る。 

 

  資料１－２「令和６年度 長田地区コミュニティバス実績状況」のとおり 

 

（３）長田地区コミュニティバスの運行計画の内容 

ア 運行内容 

   ① 運行計画  資料１－３「長田地区コミュニティバス（路線定期）運行計画書（案）」 

② 運行路線  資料１－４「長田地区コミュニティバス路線図」 

③ 運行ダイヤ 資料１－５「時刻表」 

イ 経営予測 

  資料１－６「総収入及び運送原価一覧表」 

 

５ 事務局方針案 

株式会社 KMS バスが計画している路線及び運行ダイヤを確認したところ、同社の主

張のとおり、２台の常用車両により計画通りの運行が可能であることが確認できた。 

そうすると、同社が計画している２台の予備車両により十分安定的な運行が可能で

あり、車両台数が基準を下回る４台であっても運行に支障があると認められないこと

から、本件申出については承認することとし、「協議が調った」こととする。 
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【市注釈】
旧丸子小坂線との乗客数の比較
 R5.4-R6.3 　8,208人
 R4.4-R5.3   8,729人

※（乗客数値は次の①②の合計）
①長田地区ｺﾐｭﾊﾞｽ区域内の発着
②長田地区ｺﾐｭﾊﾞｽ区域内外間の発着
（長田地区ｺﾐｭﾊﾞｽ区域内
   :丸子二丁目～小坂公民館前）
※運行条件が違うため、
  あくまで参考数値であることに留意
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